
 1 

平成２８年白老町議会産業厚生常任委員会会議録 

 

平成２８年１月２８日（木曜日） 

   開  会  午前１０時００分 

   閉  会  午前１１時３５分 

                                         

〇会議に付した事件 

所管事務調査 

１.畑作農業の振興と今後の展開について 

                                         

〇出席議員（６名） 

委 員 長  広 地 紀 彰 君  副委員長  本 間 広 朗 君 

委  員   氏 家 裕 治 君  委  員  森   哲 也 君 

委 員  山 田 和 子 君    委  員  松 田 謙 吾 君 

                                         

〇欠席議員（なし） 

                                         

〇説明のため出席した者の職氏名 

農林水産課長  石 井 和 彦 君 

農林水産課主幹  池 田   誠 君 

                                         

〇職務のため出席した事務局職員 

     主 査  増 田 宏 仁 君 

     書    記  葉 廣 照 美 君 
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      ◎開会の宣告 

○委員長（広地紀彰君） それでは、産業厚生常任委員会を開会させていただきます。 

                              （午前１０時００分） 

                                         

○委員長（広地紀彰君） まず所管事務調査ということで畑作農業の振興と今後の展開につい

てというテーマで進めていきます。畑作農業の現状や政策として今後の推進や振興を図ってい

く諸計画の整備の状況、そして今後の展望ということで各委員から担当課からの説明をいただ

いたのちに建設的な話し合いができることを期待したいと思いますのでどうぞよろしくお願い

します。それではまず初めに担当課から説明を受けたいたいと思います。 

 石井農林水産課長。 

○農水産課長（石井和彦君） 私のほうから農業に関する概要等説明させていただき詳細につ

きましては担当のほうから説明させていただきます。今までは農業振興につきましては畜産を

主体とした農業が中心であります。特に肉用牛には全道的なブランド牛としての確立がされて

きている状況でございます。そのほかにも養鶏、養豚、軽種馬の生産も行われておりますが、

近年では本町の自然環境に適応した作物の栽培も行われてきているようになってございます。

また新規就農者も畑作や畜産経営に携わってきている状況でございます。本町の農業振興に生

産基盤の整備による生産性の向上、それから高齢化に伴う担い手や後継者不足の解消、１次産

業の町内消費の拡大など、安定した経営基盤の確保を進めながら所得の向上を図り、若い世代

が働く意欲を持てる生活環境をつくることが必要というふうに考えてございます。農業で生産

された農産物を加工、販売、消費へとつなぐことが重要であり、特に観光分野との連携を強化

しながら販路拡大を進め安定した流通経路の確保を図りながら、安定生産への生産体制の構築

に向けた取り組みが重要というふうに考えてございます。白老町は春先の気候条件や土壌環境

から米や野菜などの農作物が不利な地域といわれてきておりましたが、ハウス栽培などの園芸

施設の発達したことにより近年では農業に適した地域として注目を浴びてきております。こう

した状況に伴って新規就農者もわずかながらふえてきている状況でございます。主な主要な農

産物でございますけれども新規就農者につきましては３名、この方は野菜等も栽培をしてござ

います。それからその他の地域から新規就農ではないのですけども新たに就農されるというこ

とで１名の方が就農されてございます。そのほかに畜産分野で１名の方が就農されているとい

う状況になってございます。こちらのほうの農産の課題につきましては長い間の期間、野菜等

の生産がなかったという現状がございます。用排水設備の基盤整備が整っていないという状況

もありますので、豪雨が多い地域であるということからこのような整備を農業を行ううえでの

必須の条件なのかなというふうに考えてございます。こちらにつきましては一つの取り組みと

いたしまして、平成25年から３カ年にわたり農業基盤整備促進事業の補助金を活用しながら圃

場の暗渠排水の整備をしている状況でございます。このような状況の中から農業基盤の整備を

図りながら、耕畜連携に向けた取り組みを進めていくことが今後の農業の進め方というふうに
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考えてございます。同じように野菜生産につきましては数がまだ少ない状況でございますけれ

ども、これから少しずつ徐々に徐々に拡大をしていくということが、同じように畜産経営と連

携を持ちながら農業生産に携わっていただくということが必要かなというふうに考えてござい

ます。私のほうからは以上でございます。詳細につきましては担当のほうからご説明させてい

ただきます。 

○委員長（広地紀彰君） 池田主幹。 

○農林水産課農畜産グループ主幹（池田 誠君） それでは私のほうから資料に沿いながら説

明させていただきたいと思います。まずレジメをめくっていただきまして「畑作農業の振興と

今後の展望に展開について」ということです。まずはじめに「農業の基本計画」というのが白

老町でも定めておりまして、こちらにつきましては白老町農業基盤強化促進基本構想というこ

とで別添して皆様のほうにご配付さしていただいております。こちらにつきましては農業経営

基盤強化促進法に基づきまして、北海道がまず作成する農業経営基盤の強化促進基本方針とい

うのがございまして、それに即した中で各自治体が独自に定めているものでございます。この

基本構想につきましては、地域において育成すべき効率的で安定的な農業経営の指数や農業経

営者に対する農用地の利用目標又は経営改善を図ろうとする農業者への支援について総合的に

定める計画となっておりまして、基本的に今まで畜産のほうが多かったので、畜産の基準値と

いうのがすごい多い部分でございます。この中には畑作も含めて新規就農される方の認定をこ

こで定めていくような形をとりまして、認定を受けた農業者がこの基本構想に沿っていろんな

その支援ですが、補助、融資を受けられるような基本的な構想となってございます。先ほど課

長も触れましたが就農状況ということで、今、畑作の生産者大きく分けて記載の４名の方がお

ります。１人目は社台地区の鍋田和希さんという方で平成23年より就農してございます。この

方は苫小牧の出身の方となっております。現在は白老町在住です。２番目と３番目の方は26年

の４月から新規に就農された方で石山地区の平野さん、こちらの方北海園芸のお孫さんに当た

る方かな思います。竹浦の勝村さんにつきましては、飛生の方になっております。この方も白

老出身者の方です。４番目の社台地区で青野隆さんという方、この方78歳の高齢の方なのです

けども、この方がいま畑作のキーマンになられていると方で、もともと東神楽町で現在も営農

している方です。この方の長男の方が今後東神楽町で経営移譲を受ける予定となっておりまし

て、この方が白老町で新規にハウス栽培でミニトマト等を生産する予定となってございます。 

 次のページめくっていただきまして、今、畑作農家さんの方がどのような支援を受けている

かということをご説明したいと思います。まず１点目に北海道青年就農給付金の補助事業とい

うのがございまして、これにつきましては準備型と経営開始型というのがあるのですけども、

今うちが活用しているのは、経営開始型ということで経営開始直後の青年就農者に対して給付

金を給付してございます。実施主体につきましては白老町が実施主体となっておりまして、ざ

くっとした要件なのですけども独立自営就農者であって年齢が45歳未満の就農者ということに

なってございます。給付額については年間150万円で最長５年間、合計750万円の給付が受けら

れるようになってございます。ただし所得制限がございまして、前年総所得額が250万円を超え
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たらその時点で給付停止という形でございます。給付金の受給者につきましては平成24年に承

認いたしました、先ほどの名前が出た鍋田さん、それから井澤佑介という方で平成24年から畜

産を新規就農されている方でございまして、この方が今和牛の素牛の相場が高くて総所得額が

250万円を超えるか最終的な審査をしているのですけども、超えそうだということで給付金は打

ち切りになる可能性がございます。むしろ現状としては所得が250万円を超えているということ

でプラスの要因として受けとめてございます。それから先ほども名前がありました勝村さんと

平野さんが平成26年から給付開始となってございます。就農者につきましての給付事業という

ことでございます。 

 続きまして、基盤整備の関係ですけども農業基盤整備促進事業ということで、こちらのほう

の事業の目的については、地域の実情に応じた迅速かつきめ細かな農地・農業水利施設の整備

を実施するということで農業競争力の強化を図ることを目的としてございます。事業の実施区

域につきましては農業振興地域の農用地区域内ということになります。実施主体につきまして

は白老町でございます。採択要件につきましては、１地区、白老の場合は白老地区と位置づけ

ておりますが、受益者が２戸以上参加されないと実施できない事業となってございます。もう

一つにつきましては１地区当たりの事業費が200万円以上となることということで、こちらの活

用している実施期間につきましては先ほども課長のほうから触れましたが平成25年から平成28

年度の４年間を想定してございます。助成額につきましては定額助成となりまして１ヘクター

ル当たり150万円の補助が出ます。受益面積につきましてはこの４年間の計画の中で次のページ

ですが合計で17.3ヘクタール、このうち先ほどの名前のあがった青野隆さんが8.3ヘクタール、

鍋田さん3.43ヘクタール、勝村さん2.57ヘクタールということで残り３ヘクタールにつきまし

ては平成28年度に実施の予定になってございます。受益戸数は白老地区で今ご報告した３戸と

なります。整備状況につきましては平成25年に26年に社台地区の青野さんのところが施工面積

8.3ヘクタール、施行内容は畑地に暗渠排水を設置してございます。総事業費につきましては

1,366万2,000円でヘクタール当たり150万円の定額助成が出ますので、この方につきまして

1,245万円の補助金を交付してございます。 

 続きまして、本年度実施した地区につきましては社台地区の鍋田さん3.43ヘクタール、それ

から竹浦地区の勝村さん2.57ヘクタールを実施してございまして、おのおの556万2,000円と413

万6,000円の総工費がありまして、面積に対しまして６ヘクタールちょうどになりますので、今

後900万円の国からの補助を受けて交付する予定になってございます。こちらが現状までの農場

の基盤整備の関係でございます。 

 それから次のページ、攻めの農業実践緊急対策事業ということで、こちらにつきましては実

施主体が白老町地域農業再生協議会ということで、白老町が農林水産課が事務局を担当してい

る部門でございまして、こちらにつきましては町の予算を経由しないで再生協議会が認めたと

いうことで直接農家さんのほうに補助が出る仕組みとなってございます。事業の目的につきま

しては、低コスト・高収益な産地体制の転換を図ることを目的に、生産体制・流通加工体制の

効率等に計画的に取り組む産地を総合的に支援するということです。こちらにつきましては27
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年度に実施しておりまして、採択要件が取り組み面積が１ヘクタール以上になること、又高収

益作物を導入することなどということになりまして、事業の流れとしましては国が全体で350

億円の予算を持っておりまして、そのうち41億5,000万円を北海道農業産出再生協議会というと

ころで基金化してございます。それに対しまして各年度で地域の農業の再生協議会に募集案内

がいきまして、こちらで募集・公募をかけたところ青野さんが申請されたということです。事

業規模につきましてパイプハウスを定額助成で17棟建設してございます。それから関係する部

分で機械システムで自動の天窓の装置、自動の巻き上げカーテンの装置、養液土耕栽培システ

ムということでこちらはにつきましてはリース助成ということで２分の１、パイプハウスにつ

きましては定額助成を受けています。総事業費につきましては１億1,470万7,000円でそのうち

の助成金額が8,833万2,000円となっております。この方、高収益導入作物ということでミニト

マトことしの４月から栽培の予定となっておりまして、年間の生産量を40トンと見込んでござ

います。こちらにつきましては、青野さんのほうの今東神楽でも同じようにミニトマトを栽培

している実績がございまして、基本的に全量をサントリーの関連会社のサントリーフラワーズ

さんで全量を買い取る予定でございます。こちらにつきましては既に「サントリー本気野菜」

というブランドで展開してございまして、北海道白老産ミニトマトということで全国販売を予

定してございます。またこの方が白老につくるということで関連している企業さんとか今後、

連携協力が期待できるという企業さんを加えさせていただいておりますが、大塚化学というと

いうところです。オロナミンＣですとか医薬品の製造を手がける皆さんご存じの会社だと思う

のですけども、この会社につきましては液肥を活用してトマトの栽培を実施する予定でござい

ます。青野さんが白老の土地を探すきっかけとなった部分についてはこの大塚化学さんが地下

水調査を過去に実施した経緯がございまして、白老町の土壌は今後その施設園芸をやるのに適

した土地がいるということで紹介していただいた経緯があるそうです。 

 それから次のページにいきまして、カネコ種苗、サカタのタネ、こちらは種苗業界の最大手

の会社でございます。こちらも青野さんが東神楽町でいち早く北海道の中で施設園芸を手がけ

たいということの実績がございまして、その関係で東神楽にも研究施設ですとかそれらの施設

を置いて青野さんと連携してその作物の栽培を支援しているような関係になってございます。 

 次の東神楽温室園芸組合というところにつきましては、昭和50年に青野さんが創設した道内

では一番先駆的な水耕栽培を手がける組合です。現在はみつ葉ですとか豆苗の生産を行ってお

ります。もともと東神楽は過去に米が主の産地だったみたいなのですけども、米は年１作収穫

時期が一度だけということで、その当時の東神楽の農協の組合長さんから青野さんが当時その

昭和50年以前に米だけやっているのであれば、なかなか今後その農協の未来はないということ

で内地のほうに畑作施設園芸のどういうふうに栽培しているのか研修に行ってこいということ

で、それがきっかけとなりまして、今、東神楽の農協すのほうでちょっとうろ覚えで申しわけ

ないのですけども、野菜だけの生産量25億円ぐらいの総出荷額があるということでお聞きして

います。またＪＡの側には集荷施設、冷蔵庫ですとかアスパラ、ピーマン、それらの野菜を集

荷するパートの方、従業員という形でＪＡが一つの企業みたいな形で動いている現状でござい
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ます。その東神楽の最終的には参事職までのぼりつめた方で現在も東神楽町の森林組合の組合

長さんを併任してございます。既にもう住所は白老のほうに移してございますので、４月から

は本格的に白老で動かれる予定になってございます。それから最後にノースファーム44という

会社なのですが、こちらは名寄市においてこれも青野さんと関係した方なのですけども、神奈

川県から新規就農で名寄のほうに入られた２名の方が設立した会社なのですけども、ミニトマ

トを使用しまして独自ブランドのトマトジュースを製造してございます。こちらにつきまして

も今後トマトを生産する過程の中で実績値がありますので、もし白老で青野さんのつくったト

マトを加工してジュースにするですとかそういう６次化を目指すのであれば、ぜひとも我々も

協力させてくださいという申し出をいただいてございます。 

 最後に今後の展開につきましては、技術指導という部分で青野さんという方が東神楽で営農

指導という指導員の立場でいられた方で組織培養とかそういう分野についてはすごい強い方で

ございます。既に社台地区の鍋田君ですとか竹浦の勝村君とかは技術指導を受けている状態で

新規就農者との連携も今後図っていけるのかなというふうに思っておりますし、種苗メーカー

の方もバックについておりますので、その方の指導によりまして白老の土壌に適した作物の栽

培を実施していくということでいま皆さんその就農者同士でスクラム組んで動こうという気運

が高まってきております。 

 次には販路拡大の部分ですが、新規就農者間の連携を図って新たな販路を開拓するというこ

とで、既に本州向けのコンテナ輸送で長野県のほうに一度農作物を熟成して本州のほうに配送

するというのを若い就農者の方が確立しておりまして、お互いに連携してそういう出荷ですと

かそういう部分を連携しているような状態でございます。２つ目には地元事業者との連携を図

り町内流通の強化ということで、こちらは虎杖浜のほうで野菜を卸させていただいている新規

就農者さんがございます。それからコープ札幌との連携ということでご近所野菜で新規就農の

方が出荷させていただいているという実績もございます。それから白老牛と合わせての既存の

取引先に対しての販路拡大ということでこれは相乗効果で、今白老牛東京のほうにでも卸させ

ていただいている業者さん、たくさんふえつつあるのですが白老牛のほかに白老の産地でこれ

はという品物を一緒に取り扱いたいうことで、今鍋田君ですとか青野さんだとかの生産してい

る野菜も一緒に取引していただけないですかということで商談させていただいているところで

ございます。合わせて今学校給食につきましても、ネクストの鍋田君のところの野菜はかなり

の量を提供させていただいております。新規就農者の生産物につきましても引き続き学校給食

で活用していきたいという考えでもございますので、こちらのほうも随時連携していきたいと

思います。 

 最後に生産基盤の拡充ということで、農業者が今まで新規就農者で収益がなかなか上がらな

い方々でしたが徐々に生産も上がってきているという部分と今回、青野さんが白老に来てくだ

さるということで複数の受益者が出てくるということであれば、今の各種補助金の活用が見込

めるのではないかなという部分は期待してございます。合わせて２つ目としては遊休農地の有

効利用を推進していけるかなというところで、こちらに部分につきましては同じ部署なので農
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業委員会と連携して進めていきたいと考えてございます。それから農業機械の共同利用という

部分も効果が出てくるのかなと思います。牧草ですと苅る時期が一緒なので、なかなかその連

携してその機械を使い回しするというのは難しいのですけども、畑作の就農者につきましては

作付するものですとか、種類とかも違うのでトラクターとか大きな機械はお互いにちょっと貸

し借りの関係ができつつあるのかなと思っております。このような中でなかなか白老町畜産が

メインで動いているような町だったので、皆さんのほうに畑作の動きというのがお伝えできな

かった部分あるのですけど、この１年で大きくちょっと動きつつあるのでこの機会にご説明さ

せていただきました。以上です。よろしくお願いします。 

○委員長（広地紀彰君） 今担当課のほうから説明をいただきました。現状の就農状況やそれ

に対する施策についてそして今後の攻めということで、さまざまな今後展開ということの説明

いただいていますが、各委員のほうからどのような形での切り口で結構です。ざっくばらんな

話でまず進めていきたいと思いますが。 

○委員長（広地紀彰君） 山田和子委員。 

○委員（山田和子君） おはようございます。説明ありがとうございます。山田です。質問な

のですけど、竹浦地区の暗渠排水の整備なのですけど、これこの１回で大丈夫なものなのでし

ょうか。結構ぬかるむという話も聞いているので、この１回の整備で大丈夫なのかということ

と、青野さんのところではどのくらいの雇用がうまれるのか予想人数というかもしわかってい

たらお願いします。 

○委員長（広地紀彰君） 池田主幹。 

○農林水産課農畜産グループ主幹（池田 誠君） まず竹浦の暗渠の関係なのですけども今回

実施した面積2.5ヘクタールなので、勝村さんの持っている補助については９ヘクタールぐらい

あります。28年度の３ヘクタール残り分予定している部分については勝村さんの残りの部分を

予定してございます。あと青野さんの部分につきましてはビニールハウス17棟の中にトマトを

栽培して収穫というような流れもあるので、今の予定では15人ぐらいはパートさんの雇用が必

要だということでお話をお聞きしております。既に10人ぐらいの方については人づてですとか、

連携している鍋田君の紹介だとかである程度その人数は押えているということです。ただ本格

的に収穫時期になるともうプラスアルファは必要だということで、行政のほうにも雇用はパー

トが主になるかと思うのですけども、そちらのほうにつきましてはできる限り協力するという

ことでお話を承っております。以上です。 

○委員長（広地紀彰君） 山田委員、よろしいですか。 

 今の現状のところをさらに詳しく質問やご意見がもしあれば。 

 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。僕たちにはなかなかこう見えなかった部分が今回こういっ

た形の中でちょっと説明を受けることで白老町の中でもこういった若い方々がこういう就農に

携わって、先ほどの支援制度の部分の北海道青年就農給付金補助事業、こういったものも手伝

っての話なのかもしれませんけども、これは実際に給付金額というのが150万円あって、そして
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先ほどもいったとおり前年総所得額が250万円を超えたらそれは打ち切られますよと。というこ

とは単純に前年総所得額が240万円だったら150万円の給付金をいただきながら農業を続けてい

ける期間は４年間なりこの５年間ですか。という考えでいいのかな。390万円ぐらいの大体所得

の中で農業経営ができると。その中で安定化を図っていくという形の考え方でよろしいのかど

うか。確認したいと思います。 

○委員長（広地紀彰君） 石井課長。 

○農林水産課長（石井和彦君） 今のご質問でございますけれども基本的には国のほうの政策

の仕方としては５年間という形になりまして、この５年間である程度の自力をつける自分たち

でその生産をできる体制をつくっていくということができていくというような想定で５年間と

いうふうに想定されていますので、大体390万円ぐらいの所得であればある程度のものはできる

のかなというふうには国のほうでは押えているみたいです。それ以降それぞれ自立をしていた

いただいて基本的に250万円を大きく超えてそれで農業生産をしてもらうというのが考え方と

なってございますので、基本的には249万9,000円であれば特に問題ないということで250万円を

超えなければ問題はないということであります。ただし国のほうもこの制度につきましてちょ

っと段々と所得が上がってきているという状況にもありますので、ちょっとそこら辺のところ

は改正の方向がちょっと出ているような話を聞いてございます。 

○委員長（広地紀彰君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） わかりました。大体390万円から400万円前後の所得があればある程度

の生活水準の中で農業経営ができていくだろうなと思うのだけど。それが安定してその５年間

の中でこの給付金が打ち切られたとしても、それぐらいの所得を目指していけるのであればい

いのかなと思うけども、実際この青野さんという方が東神楽の中で今までこういった事業展開

されてきている実績があるわけです。そういったところで若い人たちが育っている部分もある

のだと思うのだけども、実際そういった方々はどういったところを目標に。以前聞いたことが

あるのですけども、浦河のほうでもいちご栽培が盛んだと。こういった給付事業を使いながら

やっていって今は大体いろいろな支出を全部差し引いても、生活水準として600万円ぐらいの所

得が得られるようなそういったところまでもってきているという話も聞いているけども、実際

そういったところまで目指せるような事業なのかどうか。その辺ちょっと確認したいのですけ

ども。青野さんのほうのそういった話というのは、若い人たちにはこういったところまで目指

せるよという話はあるのかないのか。ちょっと聞いておきたかったのですが。 

○委員長（広地紀彰君） 池田主幹。 

○農林水産課農畜産グループ主幹（池田 誠君） 今のところ青野さんが地元の就農者といろ

んな会話とか連携ができているのは、昨年の実際にそのハウスを建てて青野さんがよく出入り

するころにお話があったのですけども、青野さんの農家の実績としては今東神楽のほうで自分

のところでもハウスでグリーンアスパラ、ホワイトアスパラ、ピーマン、トマトを栽培してお

りましてピーマンにつきまして１つのハウスの中で600万円から700万円ぐらいの収入が得られ

ると。ほかの農家さんが400万円とか同じ東神楽額400万円ぐらいの収益の部分もその分やっぱ
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り回数かけてとればできるよというところで、皆さん目指しているところ鍋田君のお話の中で

も、最終的には町に納税したいというのが最終目標だということで、皆さんそのお話の中でど

うしていけばそういう収益を上げられるかというかというところも含めて話はしてるのですけ

ど、最終的な目標はどこまでにちょっと定めなさいよというところは我々もちょっと指導して

いるわけではないのですが、ただ北海道にあう作物、季節に対してきちんとそのいい値段で売

買できるところの流通だとか、それらを含めてどこまでいけば安定経営できるのだということ

は、青野さんも営農指導できる方なのでその方と残りの３名の方と連携したいということで、

いま徐々にはその辺の目標も含めた中でお話ししていただいているところではあります。 

○委員長（広地紀彰君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。わかりました。そういった形の中で今までの白老町の中で

もいろいろな事業が展開されていく中でやっぱり販路という部分が１番のやっぱりネックにな

ってきたのではないかと思うのだけれど。資料だけ見ると例えばサントリーフラワーズさんに

しても大塚化学さんもそういったいろいろなきっかけづくりにしても、コープにしてもそうい

う大きな販路が青野さんの場合はあるのだけども、そういったところについても今回の新規就

農方々と連携して販路についてもしっかりとした連携が組めるような形になっているのかどう

か。その辺だけちょっとお聞きします。 

○委員長（広地紀彰君） 池田主幹。 

○農林水産課農畜産グループ主幹（池田 誠君） 既に青野さんのほうでの連携している流通

経路につきましては、今の就農者の方とある程度の量が栽培できるとなったら連携したいとい

うお話もいただいています。鍋田君のほうでも独自に本州にこちらの市場の単価より何百円も

安い単価で流通できるところがあるとか独力で開拓しまして、それも就農している２人の農家

さんと情報を取り合いながら、そのできた作物をうまく流せないというところは皆さんの相互

の中で連携して今動いている部分もあります。コープさっぽろとの連携は平野君が既にやって

ございます。虎杖浜の温泉のほうには勝村君が連携している部分もありまして、勝村君と鍋田

君がコンテナで内地のほうへコンテナ輸送で北海道で流通するよりも高いお金でまとめて仕入

れてくれるというようなところを確保しているような状況です。プラスアルファで地元でも流

通ももう少しふやしていきたいなというのも当然ございますし、かといってその農家の経営が

安定しないとならないのでやっぱりこの市場よりも高く回せるのでしたらそういう部分の連携

でということで、お互いに連携は密にさせていただいてる状態です。 

○委員長（広地紀彰君） 営農指導や青年の就農対策、販路の部分について交わされてきまし

た。あとほかの委員さんからも何か質問ございますか。 

 本間副委員長。 

○副委員長（本間広朗君） 先ほどから青野さんの話が出てるのですけど、今後この方はいろ

いろとこれから手広くやろうとしているハウスもたくさん構えてやっているのですけど、恐ら

くこれから白老町の畑作というかハウスですよね。その要になる人かなと思ったのですけど、

そもそもいろいろな農業をやろうとすればハウスがあるからどこでもやれるかもしれないので
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すけども、何で白老町を選んだのかなと。恐らく大きくやろうとするといわゆる隣町の苫東で

もどこでもありますよ。条件というかいいところ。なぜ白老を選んでここでやろうとしたのか

なと、何かそういうきっかけがあったのか、白老が本当にそういういろんな補助というのはど

このまちも同じだと思うのですけど、何か呼び寄せるものがあったのか、まずそこをお聞きし

たいと思います。 

○委員長（広地紀彰君） 池田主幹。 

○農林水産課農畜産グループ主幹（池田 誠君） まず青野さんのルーツをお聞きしたところ

四国のほうから開拓で入ってきているみたいです。まず登別のほうに一度入植されたそうなの

ですよ。そこで、当時は気象条件とか悪いということでどんどん北上してきまして、最終的に

は東神楽に落ちついたというす。そういう先祖さんの思いがあって自らももう高齢になってき

ているので、自分の息子、孫の代に向けてということで東神楽でない土地を探していたという

のがまず一つございます。その中で白老を選定した理由という部分につきましては、気候が施

設園芸する場合は気温が高過ぎてもだめだということなのです。それプラス白老の今の１次産

業の中でいいますと、しいたけそれから畜産、鶏、あの温度も湿度も生き物を飼うという環境

の中では１番デリケートな部分の要素が全てありますというお話でした。もともと畜産が主で

したので余りその農薬を使われてないという土地が多いということも候補の一つになっている

みたいです。あとは東神楽、道北のほうご存じの方でしたら冬の時期になるともうほとんどど

んよりした中で日照時間のほとんどない状態になります。正直10月になるともう施設園芸の栽

培はもうできないということなのですよ。白老に来てその魅力がプラスアルファ、冬はきょう

もそうですけど、日の出てる日が多いということでプラス２、３カ月ものが収穫できるという

ことでより青野家としては１年間通していろんな野菜を栽培して出荷できる。今のところは白

老ではミニトマトということで、その補助をいただいているので高収益作物ということでミニ

トマトをやる予定なのですけども、あの人方いろんな部分の野菜ですとか果物系もできるとい

う技術を持っていらっしゃるのでもしその今いる方々の就農者がこういう作物をつくりたいと

いうことであれば、その白老の土壌の中で何がいいかだとかというのも選別できるということ

です。選定した理由は主にそういう条件で整ったということになります。 

○委員長（広地紀彰君） 本間副委員長。 

○副委員長（本間広朗君） それでこれがうまくいって成功というか収益が上げられるように

なったら、これからこの中にもありましたけど遊休農地、遊休農地というのがどのくらいある

のかちょっとわからないのですけど押さえているのがあれば教えていただきたいのですけど。

その遊休農地の確保というのもこれから来た人恐らく必要になってくるというか地元の土地を

持っている人ならいいですけど、ほかの町から来てここでいまいったような例えば条件がここ

はすごくよくて、ハウスでも路地でもやりたいという人が出てきたらいわゆる遊休農地をどの

ように活用していくというか、恐らくその持っている人といろいろこれからやっていかなけれ

ばならないのですけど、その確保もそうなのですけどいま遊休農地の現状というかどうなふう

になっているのか大きさもそうです。ある程度の面積がないと農業というのもできないと思い
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ます。その農地の確保もこれから必要になってくると思うので。その辺ところどう押さえてい

るのか。 

○委員長（広地紀彰君） 石井農林水産課長。 

○農林水産課長（石井和彦君） 今のご質問の遊休農地の関係ですけれども、町内にはほとん

ど遊休農地がないというふうに思っていただいたほうがいいと思います。全くないという現状

ではないのです。基本的にはを相続され、親が畜産をやっていってお亡くなりになって、その

あと息子さんはそういう方をしてないというのもあります。それもありますけども、そういう

ところはほかのところが借りたりですとか、そういう形で今やっておりますので全くゼロとい

うことではないですけど、ほとんどないという状況にあります。ただ今国のほうで進めている

政策の中ではなるべく集約化をして集団化をして大きな圃場にして農業を進めていくという考

え方もあるみたいなので、こちらのほうにつきましては農業委員会サイドといたしましては、

遊休農地の調査とかいろいろ可能な調査は毎年やっていますので、そこら辺のところどういう

形で進めていくかということ、それからそれをどういうふうにして使ってもらうかということ

も、今後そういうような形で進めていかなければならないかなというふうに思っていますし、

今の現状では大体ある程度の農地につきましてはそれぞれ皆さんが借りたりお持ちになったり

という状況になってございます。 

○委員長（広地紀彰君） 本間副委員長。 

○副委員長（本間広朗君） これから例えばそういう畑作の振興を進めようと町としてすると

きにいわゆるＰＲしていいものかどうかもわからないのですけど。昔僕はよくいろんなまちが

集まって要するに農業フェアみたいなのがあるのご存じですよね。僕そこに行ったことあるの

ですけど、いろんなそのまちのブースがあってどこどこではいちごをやっていますから、新規

就農しませんかとかそういうブースとかいろんなＰＲ各まちでやっていると。あとほかにもい

ろいろあると思いますけど。そういう今後まちとしてＰＲしていけるものなのかどうか。今言

ったいろんなハードルというか農地というかそういうちゃんとした農地もないという現状で入

ってくるのと。ＰＲしてやっていただきたいというまちとして。そういう意図というか。まち

としてはそういうのを持ってるいるのかどうか。いきたいんだけどいや農地はあまりないのだ

よねとか。例えばここでやりたいのだよね、極端な話。例えばこの原野や山で何かをやりたい

のだよね。でも人の土地だからだめだよといわれて、それでだめになってしまう、遊休農地で

も貸してくれないという人も中にいると思いますけど、そういうまずそのベースというかどう

いうふうな対応というか、できるのかいろんなこれから山でいろんな果樹を栽培したいとかぶ

どうを栽培したいとかいろんなところでやりたいという人が出てくると思うので、その辺の今

後まちとしてＰＲしてほかから来てやってもらえるのかどうかというのちょっとその辺考えて

いたのですけど。 

○委員長（広地紀彰君） 池田主幹。 

○農林水産課農畜産グループ主幹（池田 誠君） 青野さんのときもそうだったのですけども、

土地を探すということから正直始まった経緯もあります。社台のインクラの滝に向かう途中に
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昔競走馬の牧場をやられてた方が恐らくそこは遊休だったのか草地で使ってたのかいう形のと

ころだったのですけど、やはり今畜産の方が遊休地を皆さん草地にして草が刈っているような

状況ですので、その辺はまずクリアしないといけない課題だと思っています。また農業を進め

る中で今回青野さんが来られらた中でよくわかった部分については、もともと水田のあるとこ

ろでしたら用排水というのがきちん整備されていますよね。畑作もしかりだし、白老は雨が降

ったら相当水がついちゃうような土地も多々ございまして、竹浦の勝村君につきましては雨が

降ってその土壌が余り水はけがよくないのでブロッコリーがだめになっただとか、かぼちゃが

だめになったとの話なので今回は暗渠入れさせていただいた経緯があるのですけども。まず今

我々の課題としてはそういうものを含めた中できちんとした土地を確保するという形がちょっ

と今後の課題となってくるのかなと思います。新規でそのＰＲしていく中でも、どんどん畑作

も振興していかないとならないという部分あるのでしょうけど、その前提にまず土地、適地を

見つけてそこをどういうふうな用排水としてあと計画ができるかというところが一つの課題か

なと。その辺がクリアにならないとなかなか難しいかなと。 

○委員長（広地紀彰君） その新規就農という部分にかかわって遊休農地の活用だとか、さま

ざまそのこれから振興の基本的な部分によっては必要な考え方だと思うのですけど。 

 あとほかに各委員から質問ありますか。 

 では、私のほうから。農地の中間管理機構のほうを整備だとかその農地の貸し借りもしくは

売買にかかわっての整理や集約化図られている施策も展開されていると思いますが、そのあた

り白老町としてどういうような整理がなされているかについてと、あと土地改良の部分で例え

ば新規就農がこれからふえていくと土地改良の事業団体が成立できる要件が整ってくるのかな

と。そういった部分その制度的な部分とその新規就農の部分とどのような形で今の現状は整理

されているのか。 

 池田主幹。 

○農林水産課農畜産グループ主幹（池田 誠君） 中核管理機構につきましては公募形式で行

っているような状態ではありまして、ただ実際にはその相談ケースですとか貸し手がたくさん

出てきてますよという実態ではないのが現状でございます。土地改良の部分につきましては、

一応条件としては農業者が営農している方が15名以上いれば改良区というような形にはなるの

かなと思うのですけども、畜産農家さんが土地改良して基盤整備するというのがなかなか現実

味ではないので、条件としてはそういう受益する畑作農家さんがそのぐらいの規模になってこ

ないとなかなか条件に満たすというか、その目的には合致してこないのかなとは想定しており

ます。ただ少なからずその土地改良の制度だとかを活用して農業の振興を図っていかないとな

らないかなというのは、あわせて今の白老町が実施主体でやれる事業につきましてもそのメニ

ューというのはございますので、その辺を照らし合わせながら基盤整備も今後の計画も立てて

いかないとならないかなと考えてございます。以上です。 

○委員長（広地紀彰君） 私のほうから関連して新規就農の部分で白老町に対してもしくは開

発公社さん通してでも結構ですが、営農の相談等のところの現状はどの程度あるのかどうかに
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ついて。あと実際青野さんは先進農家指定受けていますか。先進農家。もしこれは就農の場合

もちろん農地も大事ですけども、その営農の相談だとかあとはやっぱり技術的な部分の指導、

営農の指導も受けられるというソフト的な環境整備も大事だと考えるのですが。そのあたり。 

 池田主幹。 

○農林水産課農畜産グループ主幹（池田 誠君） まず１点目の農業公社の関係の営農指導の

関係なのですけども、今胆振管内でいけば農業改良普及センターというのが東胆振にございま

して、新規就農の方の昨年は１回来ていただいて農家さんの今の現状ですとか発育状況だとか

も踏まえて、個々に適した作物だとかの相談は実施していただいています。希望としては一年

に１回は就農者さんと協議していきたいという意向はいただいております。青野さんが先進農

家さんの指定を受けているかというようなところは今現在押さえてございませんが、基本的に

は東神楽のＪＡのお役職でいらっしゃったときは営農普及員という形からスタートしてござい

ますので、それ相当な技術と指導力があるのかなと思っておりますので、それがその指定を受

けている部分との事業の連携もこれから考えていかなければならないと思いますので、ちょっ

と確認させていただきたいと思います。 

○委員長（広地紀彰君） 進行していきたい部分とそれに対しての課題的な部分も議論が加わ

ってまいりましたが、ほかの各委員からはご意見ありませんか。 

 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。全体的な流れみたいな骨格というかやられようとしている

ことは大体わかりました。ただ今回この暗渠整備だとかそういったものにかかわる工事という

のは地元の業者さんがやられているのか。まさか自分のところでやっているわけじゃないです

よね。地元の業者さんがやられているのかどうか。今回はこの４戸の農家さんがこういった暗

渠排水整備なんかの土地の改良を含めた工事で大体2,000万円ちょっとの工事費になります。な

ぜこんなことを聞くかというと、白老町やっぱりこれだけ土木工事が公共工事がこれだけやっ

ぱり衰退している中で、新たな昔はよく後志管内だとか大きな畑作やられているところではこ

ういった暗渠排水なんかですごく潤った時期があったのだけども。白老町も今後こういった就

農される方が徐々にでもふえていくことになると一つのまた経済効果にもなってくるのかなと

思うのだけれども。その辺についてはどういう考え方を持っているのか、お考えだけ伺いたい。 

○委員長（広地紀彰君） 池田主幹。 

○農林水産課農畜産グループ主幹（池田 誠君） 今回の暗渠の工事につきましては我々もち

ょっと農業基盤の整備ということは初めての試みであったということなので申しわけないです

が見積もりは地元の業者も含めていただいたんですけども、実施は農業公社に施工させていた

だいております。これは定額助成でかなりの部分の金額で農家さんの手持ちが少ないという部

分もあって、会計検査が必ずといっていいほど入るような状況です。それで工事の施工に当た

ってはそんなに難しい工事ではないということでお聞きしているのですけども、その成果です

とかその検査に対応するためにきちんとした知識を受けて対応しなければならないということ

がございましたので、まずはこの実施につきましては農業公社さんのほうに実施したという経
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過でございます。ただ関連しまして今回災害がちょっと全然分野は違うのですけども、災害復

旧事業につきましても農業公社自分らのところに発注してくださいというお話だったのですけ

ども、やっぱりそういう工事につきまして地元発注してこそその経済の循環図れるというよう

なことがありましたので、それも同じように判断はしたのですけども結果的にはできるものは

やっていただくということでそちらのほうは地元発注させていただいきました。今後につきま

してもこのノウハウが我々のその現場のほうで把握できるのであれば、地元でも恐らく建設業

者さんできるということになると思いますので、そちらのほうは自分らでも対応できる部分で

ありまして逐一地元に発注したいという考えではございます。 

○委員長（広地紀彰君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） わかりました。ぜひ、そんな難しい行為ではないし別に会計監査が入

るからそれにびくつく必要もないと思いますので。ちょっとしたノウハウがあればこういった

暗渠排水関係の仕事というのはできるものなのですよ。ですからぜひ、そういったところにつ

いてはまちとしても積極的にやっぱり進めて地元業者さんに少しでも恩恵があるような、また

まちの活性化につながるような、そういった取り組みに転化していくようなそういった事業に

していかないといけないのではないかなと思うのですよ。農業がきてそれに関連して公共事業

が今衰退してきている中で建設業者さんあたりもそこにかかわっていけるようなそういった循

環型のそういった事業にしてもらえれば本当に一番いいのかなと。ぜひその辺は積極的に勉強

してください。 

○委員長（広地紀彰君） 就農関係にかかわる経済効果の部分の議論、先ほど雇用の話も出ま

した。こういった部分が白老町の経済効果とどういうふうに連携させていくかという大事な視

点だと思いますが、ほかに委員各位からは関連しているものでも別件でも構いませんが。 

 森委員。 

○委員（森 哲也君） すごい単純な質問になってしまうのですが、この青野さんがものすご

いキーマンになっていると思うのですけど、青野さんが高齢なのが気になりましてもし仮に青

野さんが動けなくなってしまったとしたら、今後どのような計画になるのか。 

○委員長（広地紀彰君） 池田主幹。 

○農林水産課農畜産グループ主幹（池田 誠君） 正確なところは申し上げられないのですけ

ども、後継者の方はいらっしゃいます。東神楽のほうに長男の方が経営移譲していらっしゃる

のですけども、それ以外にご兄弟の方がいらっしゃるのでその方が逐次引き継いでいくような

形になってくると思います。 

○委員長（広地紀彰君） 後継者対策というと大事な問題だと思いますが森委員よろしいです

か。 

 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 何にもないけどただ基本構想聞いたのも初めてだし、白老町にはまち

の休眠している泉源もあるのだよね。白老町のまちの３本ぐらいあるしょ。そういうのも利用

することも一つの方法ではないかなと思うのだよね。白老の休眠の泉源。だから畑作もそうだ
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しハウス栽培もそういう泉源に少しお金をかけて、やるのも正に今の創生事業の金を少し利用

してやる方法だって一つの方法かなと思っているし、こういう基本構想ができたこと自体が大

変よいことではないかなと。今聞いたばかりだから。明るい見通しだよ、農業の。先ほどいっ

た天候から、それから冬の雪の少ない、それから温暖化な気候を含めると希望はあるような気

はするなと思って。先ほどから聞いていまして。ぜひ、頑張ってください。 

○委員長（広地紀彰君） 池田主幹。 

○農林水産課農畜産グループ主幹（池田 誠君） 今松田委員さんおっしゃったとおり気候が

少し温暖化になっていることもプラスアルファの要因になっているみたいなのです。ですから

今後今までの流れでいくと就農したい土地を探してくれという動きでしかちょっと進めてなか

った部分もあるのですけども、いかにして受け皿をつくるかというところは考えていかないと

ならないと思いますし、温泉も活用できないかというご相談も受けています。ただ青野さんの

今つくったハウスが三重なのですけども、その三重にした場合この外気でもハウス内の温度が

15度以上保てるそうなので、東神楽のほうでは暖房を使っているそうなのですが、暖房なしで

行けるということです。ただ鍋田君とかのハウスは一重、二重ぐらいなので、ちょっと今灯油

も安いので暖房を入れてホウレンソウやってますという話だったので、それらも含めた中でど

ういうふうな農業の部分でこれから支援ができるとか協力体制できるかというのはちょっとプ

ラス要因で風が吹いているかなとは思っております。ぜひとも青野さんの施設を一度ご覧にな

っていただいたほうがいいかと。ちょっとした企業を誘致した、そういうイメージをお持ちい

ただけるかなと。 

○委員長（広地紀彰君） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 前に安愚楽牧場が白老で牛やったでしょ。あれはやっぱり厚真町と白

老町の寒暖の差、冬の温度が５度から７度違うのだ。それで安愚楽牧場がやったのですよ。で

すから恐らく農業やると今青野さんの話が出ているけれども、東神楽町と白老町とまだ10度く

らい違うかもしれないよ、夜の温度、冬場の温度。そういうことからいうと、そういうことも

含めて真剣に考えると前が明るいような気がするけどな、やる気になったら。農業用地はない

にしても原野がたくさんあるわけだから。それから虎杖浜の企業がくるよな。ナチュラルサイ

エンスあの横だって24ヘクタールのうち６ヘクタールがナチュラルサイエンスにいくのだけ

ど、まだ18ヘクタールあるのだよ。あそこで私が言った町の泉源が２本あるのだよ。そういう

のも大いに利用してやったらまさに雇用の場をふやすのはそういうのしかないのだ。これから

は、私はそういうことをやっぱりもうちょっと基本構想の中できちっと組んで、国のお金を繰

入れられるのだったらすごい雇用がふえると思うけどな。 

○委員長（広地紀彰君） 池田主幹。 

○農林水産課農畜産グループ主幹（池田 誠君） おっしゃるとおりのところなのですけども、

実はその農業この基本構想自体24年の３月に策定しまして、おおむね５年周期ぐらいで見直し

がかかっているのですよ。今北海道のほうの基本構想がこの１月に策定されたので６か月以内

ということで、ことし中にもう一回改正しないとならない部分もあります。今お話しいただい
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た部分とか含めて検討した中でまた盛り込んでいきたいと考えています。 

○委員長（広地紀彰君） 松田委員よろしいですか。 

 白老らしい農業振興のあり方、温泉の活用もこれも一般町民から相当数寄せられている内容

ですし、実際青野さんにかかっては三重で冬場でも十分だということが新しく聞かせていただ

きました。こういった白老らしい農業振興という部分の考え方と非常に重要だという視点だと

思います。私のほうから若干補足的な部分を含めて質問させていただきます。 

 今現状、各委員のほうからあったとおり白老の畑作の振興という部分が非常にすべきと前向

きな発言が多かったように思います。実際聞いてみても目が非常に土壌の質が目が細くてさら

に火山灰質も混じっていて土壌も最高にいいと、さらに気候の部分がその夏場が逆に高温にな

り過ぎないのもいいし、逆に冬場はそれほど寒くもならないと、さらに雪も少ないといったそ

の何重にも非常に振興の環境整っているというふうに伺っています。こういっ部分を町として

もまた作付の部分でもカボチャやトマトが多いです。今拝見していると。こういった部分の特

性的な部分を町としてどのようにまずと捉えているかという基本的な考え方。 

○委員長（広地紀彰君） 池田主幹。 

○農林水産課農畜産グループ主幹（池田 誠君） まず我々もちょっとこの辺については手探

りな部分が正直ございます。といいますのも若手の新規就農者さんがまずやるには割とその作

付しやすいですとか、出す部分には白老の気候に合わせて市場がちゃんとそれなりの値段で流

通できるんだという目指した中の結果だとは思っております。ただ今回青野さんがこちらの白

老に来た中でありとあらゆる作物をつくれるというようなこともありますので、特性としまし

て今農家さんがすぐに収益をある程度やっぱり持っていきたいといよううな部分でスタートし

てる部分があるかと思います。ただそれが今の現状に合うか合わないかは、今就農給付金をい

ただきながらその作物を続けていきますよというような流れなので、少なからず５年経過した

中ですとか今中間で一年に一回必ず就農者と今の現状をチェックしながらというようなことを

進めていますので、やはりそのタイミングに合わせたものを提供するですとか、本当にトマト

ですとかカボチャが今市場のニーズも白老から出すタイミングをマッチングがあるということ

なので、そこが機軸にしないとならないのかなと思いますけど。ただプラスアルファでできる

ものは、どんどん青野さんと連携しながら考えていきたいなと思ってますし、我々もちょっと

畑作の分野でいくともう少し勉強しながら進めていかないとならないかなと思います。ご了承

いただきたいと思います。 

○委員長（広地紀彰君） 今まさにこれからそのタックの部分でその農業の基盤強化の部分の

予算づけもなされて、そういった環境でまさに今こそ真剣に取り組むべきだというふうに考え

ます。今その青野さんだとかほかにも何名かの新規就農の意欲を持っている方たちのお話を聞

くということで、勉強しながら進めていきたいというお話もありました。例えばカボチャの取

り引きの値段だとか内地のほうに出荷した場合、輸送費かけてもやっぱりそちらのほうがずっ

と収益上がるといった部分がようやく今その23年から就農してきた農家さんに伺うとようやく

軌道に乗り始めてきたといったこういう状況を聞くことによって、その今後例えばカボチャだ
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とか何に力を入れていくべきかという部分を見てくると思うのです。ですから、これからもう

一つその人の農地のマスタープランありますよね。そちらのほうもこれは後ほど資料提供で結

構ですので、こういった部分どういった白老町らしい農業振興の考え方もっていくかという部

分はもう整理する必要があると思います。そのあたり。農家の振興にかかわって後もう一つ、

スーパーＬ資金だとか今青年給付金のことについて議論が進められました。スーパーＬ資金の

活用の状況だとかそういった振興に対して既存の農家どういうふうにして支えていくかという

部分でどのような施策をもっていくかについて。 

○委員長（広地紀彰君） 池田主幹。 

○農林水産課農畜産グループ主幹（池田 誠君） まず基本的にこの基本構想基にして人農地

プランの中で認定農業者、中核的な経営形態の位置づけで皆さん盛り込まさせていただいてま

す。そのことによって各種のスーパーＬ資金ですとか融資の活用が可能になってございます。

現状では今畜産農家さんが利用している形態がほとんどかなとは思っております。今新規の就

農者も給付金を受けている中での動きなので、今Ｌを借りるですとか融資を受けるだとかとい

う現状ではないのかもしれないですけども、もし必要な場合にはすぐ対応できるような準備の

位置づけにはさせていただいております。結局今市場からのニーズもありまして先ほどのカボ

チャですとかトマトですとか、その部分は今出しているような状態なのかもしれないですけど

も、ここの部分で収益をより上げていただいて、皆さん５年たって卒業するころには250万円を

かなりオーバーするような収入いただかないと、その次のステップもなかなかないかなとは思

っていますので、そこら辺の部分については当然我々もこの５年間の経営の推移を見ながら指

導していかないとならないと考えてございます。 

○委員長（広地紀彰君） 山田委員。 

○委員（山田和子君） 具体的にちょっと一つ山田ですけど、伺いしたいにですけど。農業機

械の共同利用推進しコスト節減を図るというすごくいいと思うのですけど、これは行政的には

どういう支援ができるのですか。 

○委員長（広地紀彰君） 池田主幹。 

○農林水産課農畜産グループ主幹（池田 誠君） 今現状行政支援というよりは例えば青野さ

んのところで今回トラクターを導入しました。トラクターの後にいろんな機会をつけてます。

その距離的にいくと鍋田君のところは直線でつながってるような状態なので、もし起こすとき

はこれを使いなさいですとか、補助の制度でいけば複数の農家さんが固まってくると機械を導

入するのに共同利用だということを目的に導入する際に２分の１補助ですとか、そういうのが

受けられる制度があります。今後、必要な部分としましては皆さんが共同して何かを活動する

よということになればそういう支援が可能になってくるかなとは思っています。 

○委員長（広地紀彰君） 山田委員。 

○委員（山田和子君） 畑作のことをやっているので今畑作のほうは、これから戸数をふやし

てそういう共同で購入するという支援ができるということは理解したのですけど、畜産はやっ

てないのですけど、畜産においては結構な戸数があるので現状。 
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○委員長（広地紀彰君） 池田主幹。 

○農林水産課農畜産グループ主幹（池田 誠君） 畜産につきましても昨年ＪＡの苫小牧広域

で関連する自治体集めまして畜産クラスター計画というのを本当は自治体ごとに定めて補助を

受けなさいというな制度だったのですけども、基本的にもう畜産といいますかＪＡの広域でも

みな網羅できるものですからそこで計画は位置づけていただきまして、その機械とか設備を導

入する場合のその補助を受けられるということで、去年は相当数募集を上げたのですけども、

基本的な優先度が共同利用なのですよね。協議会を立てて共同利用したいのですけど、実際ふ

たあけてみると白老の場合は社台から竹浦までの間で１番草、２番草刈りますその刈る機会を

欲しいといいましても、皆さん共同でというよりは晴れている日ほど同じでないですか。その

ときに使うという部分なのでなかなか共同利用でということにはなかなかなりにくいかなとい

う部分がございます。でも優先順位の中としては共同の利用が優先度であるのですけども、つ

かないことはないのでそういった部分のその機械の導入に際しては補助事業等がありますのそ

れに逐一出していただいて、ＪＡから直接受けられる補助だとかもありますので、そういうの

を今活用している現状がございます。 

○委員長（広地紀彰君） 山田委員。 

○委員（山田和子君） 山田です。ＪＡのこと出たので関連して質問したいのですけど、ＪＡ

ににおける白老町の畑作のどういうものか、ＪＡとしてはいろいろ懇談、意見交換されてる中

でどういう位置づけなのか、もし押さえていらっしゃったらお願いします。 

○委員長（広地紀彰君） 石井課長。 

○農林水産課長（石井和彦君） 実際には基本的には白老も活躍してますよということは広域

のＪＡも把握をされています。ただし規模がやはりほかのところにに比べますと、全然小さい

ものですからそれに対してどうこうするということは今のところないのですけれども、今後そ

れぞれ大きくなっていっていろんなものができてから今やってることが成功して、それからふ

えていくという形が出てくれば農協としてもＪＡとしてもこちらのほうにある程度のものを持

っていくという形にもなろうかというふうに思いますけど、今の現状ではなかなかそこまで行

っていない現状です。ただし先ほどいいましたように、やっているということはちゃんと把握

もしてますし農協もわかっているという現状であります。 

○委員長（広地紀彰君） 山田委員。 

○委員（山田和子君） そうしましたらやはり販路拡大という意味では、やはり個々の努力が

１番、２番的に行政の側面から支援が２番みたいな感じなのでしょうか。 

○委員長（広地紀彰君） 池田主幹。 

○農林水産課農畜産グループ主幹（池田 誠君） 言っていいのかどうかわからないのですけ

ど、基本的に今皆さん独自ルートで販路はお持ちなので、そこで少しでも収益のがある部分を

目指していくというのが１番だと思います。 

○委員長（広地紀彰君） よろしいですね。それでは既存の農家の支援や営農指導関係、青年

給付にかかわるその青年就農者支援のあり方販路そして新規就農の分野の白老らしい農業の展
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望ということで議論多岐にわたったのですけども、皆様、委員各位からはご意見ありますか。 

 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） もう１点だけちょっと単純な質問でこれ畑作という形の中で物事今お

話聞いてるのですけど、これ例えばそのハウス栽培で水耕栽培そういったものもあるじゃない

ですか。特に白老町の場合があり綺麗な水がありそして先ほど言ったように温泉がありそうい

う形で考えると、白老町でしかできないような経費の削減を含めて白老町しかできないような

果実の栽培だとか。例えば農業試験場だとか各大学との連携の中で、白老町だったらこれはす

ごいんじゃないというのが見つかったとすれば、僕はそういうところに地の利を生かした白老

町らしい白老町でしかできないものというか、そういったところもまちとしてはやっぱり勉強

していかなければいけないと思うのです。何かあるものはすごくいいものがあってそれを活用

できないというのが、すごくもったいないというか。温泉の活用にしたって結局温度は今この

例えばトマトをつくるには十分な温度なのかもしれないけど、もっと違うものに反映させよう

と思ったらほかではできないことが白老町でできるような気がしてならないのだよ。そういっ

たところもうまく大学だとか農業試験場はとかいろんなところと連携しながら、白老町らしい

白老町でしかできないやり方の中でのそういった農業栽培というのはできないものなのかどう

か。今後この基本構想関係も見直していかないといけないという話もあるので。そういったと

ころの中で白老らしさというものがないとどこも同じものつくってるわけだから。何かやっぱ

り付加価値付けないとならないと思う。せっかくいいものはあるのだから。その辺についての

考え方というか、進め方というかその考え方を聞いておきたい。 

○委員長（広地紀彰君） 石井課長。 

○農林水産課長（石井和彦君） 今氏家委員おっしゃったとおり白老らしさというのはやっぱ

り非常に必要かなとうふうに思っています。一つ例を上げると壮瞥町ですと国のほうの事業で

地熱を利用したハウスがトマトとか肥料とかつくっているのがあります。これは20年から30年

くらい前からやっていると思います。そういうのも含めて白老でうまくできるかどうかはまた

別になると思うのですけど、やっぱりいろんな資源がたくさんありますのでそれをうまく活用

できる体制をつくっていくということが必要かなと思います。それに合わせて行政がどこまで

それを支えていけるのかなということも必要だと思いますし、国、道なりに要望していくとい

うことが必要かなというふうにも思っていますので、いろいろと畜産関係のある程度のノウハ

ウありますけどこれから野菜についても、今これからやり始めたというところなものですから、

行政としてもそこら辺のところしっかりとノウハウをうまく習得しながら、事業がうまく展開

していけるような形をつくっていかなければならないかなというふうには考えていますので、

今後いろんな形いろんなことを活用できるものがあれば活用していきながら農業の振興に勤め

ていきたいなというふうに考えています。 

○委員長（広地紀彰君） 池田主幹。 

○農林水産課農畜産グループ主幹（池田 誠君） 今補足させていただきますけれども、白老

らしさっていう部分のお話が氏家委員のほうからあったので、今連携している既に行われてい
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る部分でしたら耕畜連携というのが白老独自の部分の取り組みかなと思っています。青野さん

の土地が8.3ヘクタール、それ以上の土地も既に取得してます。今後もというふうに規模を設け

ていくかというなところもあるのでしょうけど、やはり農家さんそれこそその実績がある方の

口すっぱくなるのはやっぱり作物つくるのはまず土づくりなんだよねという話をされてます。

土づくりにやっぱり５年ぐらいかけないといいものはできないよという話の中で先ほど候補地

で白老が一番いいよといった優位性の部分で堆肥、牧場から大量に出てくる相当のボリューム

でふかふかな状態になっているのですけども、ちゃんと熟成させて乾燥させたやつ持ってきて

いるのですけど、大体層でいったらから50センチぐらいの厚さですからダンプいったら何百台

分をただではないですけども、その辺の連携はさせていただいているのが今ほかとちょっと違

うというかやってるとこがあるでしょうけど、取り組みとしてはプラスアルファのメリットが

あるのかなと思っています。それらを含めた中で青野さん自体がその息子さん兄弟３人いらっ

しゃるみたいなのですけども、全ての農業系の大学を卒業されていて種苗メーカーともかなり

の流れがありますのでご挨拶にもに来ていただいているので、例えば白老らしいという部分に

ついては大学も含めてですけど、そういう部分も我々も一緒に勉強していかないとならないか

なという部分で僕らもスタートラインに立ったばかりなのでそこは検討していきたいと思いま

す。 

○委員長（広地紀彰君） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 先ほどから青野さんの話ばかりあるけど。青野さんは自分のためにや

っているのだ。何も白老のためにやるわけでもないし、青野農業のためにやるわけよ。白老ら

しさというのは今白老だって昔は田んぼもあったし大根もあって、私も家庭菜園やっているけ

ど。今は昔では考えられないような気候になったのだよ。冬も夏も秋も春も。私は主に植えて

いるのは秋田ふきとタマネギそれから去年はカボチャも植えた。ネギはいつも植えているキュ

ウリも。だけどとにかくタマネギは本場のタマネギに負けないよ。こんなでかくて。何にも肥

料もやらなくて。畑はつくってるよ、何年もだから。紫タマネギと去年350株を買ってきて植え

たけども。とにかく150円くらいしているよ、紫タマネギ。これ俺350個採ったけれども、何ぼ

でもおがる。だから昔の農業と今の農業の白老のまちの気候が変わったから、そして今雇用の

場つくらなきゃならないといっているのだから、仕事の場がないのだから。本当に真剣にかか

ったらタマネギ畑だって、私のやっている秋田ふきだって俺の背くらいになるのだから。何も

投げといていいのだよ。何も手いらないの。どんどんふえていく。恐らく１本だよ。300も400

もなると思うよ。捕獲をしておいたら。そういうものがいっぱいあるのだから、町が基本構想

をつくってやって高齢者が今何千人もいるよな。仕事がしたくて。アキサケ釣りしかできない

やついっぱいいるのだわ。あれ農業に向ければ農業できるのだ。そんなに難しく考えることな

いのだよ。だから本当にこの白老の雇用の場をしかも今国の制度を使ってやれば、私は本当に

伊達が農業で白老が農業でないはずないのだから。伊達があれだけの市だから。それから隣の

厚真町のむかわもみんな農業の町だよ。なぜ白老が農業やらないかって、やらないだけなのだ。

やる気になったらだったら素晴らしい農業の町になると思うよ。だからこれからやっぱり町の
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考え方は、そういう方向にきちっと向けてそこにやっぱりもう少し投資して真剣に考えると、

私は白老農業なんてこれからありえると思うな。気候から何から全て。温泉もあるし。だから

真剣に考えたほうがいいよ。雇用の場ということで。1,000人くらいの雇用ができるかもしれな

いよ。私はそう思う。ついでだからもう一つ言っておくけど、私の25年先輩に阿部春雄が町会

議員だから30年前だな。あの時阿部春雄は農業の組合長だから、阿部さんって今牛屋さんただ

牛放してねじり鉢巻きをしてみんな焼酎を飲んでいるだけだと。昼間もみんな固まって。荒れ

地にたらの芽を植えろと。そうすれば、一つの農業生産になると何回もいったけどやらなかっ

たけど。だけど、たらの芽の木を山形の人々がここから持って行ってもうやっているし、キト

ピロあるでしょ、アイヌネギ。あれは私写真見せたことあるでしょ。白老や穂別からみんな苗

木を持って行って、今一反400万円取っている。今もだよ。私その写真全部ある。その人が来る

と、なぜこんなに空地があるのにキトピロやらないのよと、私にうるさくやれやれと何回も言

って。私は今の本間課長にも見せてますよ。こういうのがあるのだよと。本当に真剣に考えた

らやっぱり白老のこれから農業というのやる気なったら、大きな雇用の場にも私はなると思っ

ている。やる気になったら。やったほういいよ。 

○委員長（広地紀彰君） 白老らしい白老ならではという部分で見解はいいですか。では今は

一つのまとめということで、白老ならではという部分は氏家委員からの流れの中でまとめてい

ただきました。農家支援、営農指導でそれでさらにこれからその白老らしい農業振興のあり方

について情報も蓄積しながらというお話もありました。それで実は担当課のほうからも今実際

に見ていただいたほうがというご意見もいただきました。私たちＴＰＰやふるさと創生関係で

も農業の振興と畑作農業の振興という項目もありますし、ぜひそういった私たち自身もそうい

う情報を蓄積する意味でも実際に受け入れていただけるかどうかという部分は調整が必要だと

思いますが、そういった部分できちんと現状を見据えた上で今後の議論を進めていければとい

うふうに思うのですが、その点についてはよろしいでしょうか。そういった形で私どもも今後

もその考え方については議論を深めていきたいというふうに押さえたいと思います。それでは、

よろしいでしょうか。 

○委員長（広地紀彰君） ここで暫時休憩いたします。 

            休 憩  午前１１時２２分 

                                         

            再 開  午前１１時２５分 

○委員長（広地紀彰君） それでは休憩を閉じて会議を再開させていただきます。 

 では次回の開催日程についてですが、２月の中旬ごろに２月の10日、12日、15日で先方の農

家視察も取り入れながら、所管事務調査の意見の取りまとめをさせていただくということでよ

ろしいでしょうか。12日、15日、16日も３つくらいあったほうが。あとは最終的な先方次第と

いうことで。１日いただきたいと思います。今のところ、12、15、16の程度で午前中から始め

たほうがよさそうですよね。 

 暫時休憩いたします。 
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            休 憩  午前１１時２６分 

                                         

            再 開  午前１１時３０分 

○委員長（広地紀彰君） では休憩を閉じて会議を再開します。 

 では受け入れ先を選定させていただきながら、日程調整の上またご提示をします。では次回

の開催日程についてはよろしいでしょうか。 

             〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（広地紀彰君） 続きまして委員会の協議会の開催の要請が来ています。内容はお手

元の資料のとおりで白老町産業振興計画とあと白老町の港湾の管理施設管理条例の一部改正に

ついても、協議会の要請がきていますので、これについては日程を調整したいと思います。タ

イミング的にはどうですか。増田主査。 

○主査（増田宏仁君） 総務のほうの委員会協議会も４件ほど今入っていまして、総務のほう

は18日定例会終わって、そのあと全員協議会終わったあとに総務のほう委員会協議会をやると

いう予定で総務のほう組んでいます。 

○委員長（広地紀彰君） どうですかね。そのほうが開催ある程度まとめたほうがよろしけれ

ば、タイミング的には２月の中旬ということで、各委員さんで都合の悪い日はありますか。午

前中で視察をして午後から委員会協議会なりできると思います。そんな感じで1日で組みます

か。 

○主査（増田宏仁君） それでは常任委員会終わって、引き続き委員会協議会に入るという形

で日程でよろしいですか。 

○委員長（広地紀彰君） 恐らく視察のほうも１時間程度視察してそのあと若干懇談をしたり

あと取りまとめの時間。午前中でまとめる形で午後から協議会という流れでよろしいですか。

そしたら、農家さんとの調整の末で協議会のほうもそういうふうな進め方でさせていただくと

いうことでよろしいですね。 

             〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

                                         

◎閉会の宣告 

○委員長（広地紀彰君） 日程は一通り終了しました。何もなければ、常任委員会のほう終了

させていただきますがよろしいですか。 

 では、産業厚生常任委員会これで終了させていただきます。 

                               （午前１１時３５分） 


